
昭
和
四
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
号

船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
で
あ
つ
て
海
洋
に
お
い
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
水
質

の
基
準
を
定
め
る
省
令

海
洋
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
舶
の
通

常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
で
あ
つ
て
海
洋
に
お
い
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
水
質
の
基
準
を
定
め
る

省
令
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
四
条
の

二
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
物
質
を
含
む
洗
浄
剤
を
含
ま
な
い
こ
と
。

イ
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八

号
）
第
三
十
条
の
二
の
三
の
告
示
で
定
め
る
物
質

ロ
　
日
本
産
業
規
格
Ｚ
七
二
五
二
（
Ｇ
Ｈ
Ｓ
に
基
づ
く
化
学
物
質
等
の
分
類
方
法
）
に
規
定
す
る
発
が
ん
性
、

生
殖
細
胞
変
異
原
性
又
は
生
殖
毒
性
を
有
す
る
物
質

二
　
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
検
出
値

が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
二
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
二
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
〇
月
九
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規

定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

別
表
（
第
二
号
関
係
）

カ
ド
ミ
ウ
ム
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

シ
ア
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

有
機

り
ん燐

含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

鉛
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

六
価
ク
ロ
ム
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ひ砒
素
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

総
水
銀
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ア
ル
キ
ル
水
銀
含
有
量

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
塩
化
炭
素
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
含
有

量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
含

有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

シ
ス―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ

ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
・
一
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ

ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
含

有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

チ
ウ
ラ
ム
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

シ
マ
ジ
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ベ
ン
ゼ
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

セ
レ
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ほ
う
素
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
三
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ふ
っ
素
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
、
亜
硝
酸
性

窒
素
及
び
硝
酸
性
窒
素
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
の
含
有
量
に
〇
・
四
を
乗
じ
た
も

の
、
亜
硝
酸
性
窒
素
の
含
有
量
及
び
硝
酸
性
窒
素
の
含
有
量
の
合
計
が
一
〇
〇

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン
含
有
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

備
考
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。
」
と
は
、
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
当
該
検
定
方
法
の
定
量
限
界
を
下
回
る
こ
と
を
い
う
。
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